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議決権行使について
株主総会に当日ご出席いただけな
い場合は、同封の議決権行使書用
紙のご返送又はインターネットに
より議決権を行使くださいますよ
うお願い申しあげます。

行使期限：2026年６月25日（木曜日）午後６時

フォースタートアップス株式会社 証券コード：7089
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来場事前登録方法のご案内
当社では、本株主総会への出席について、株主様の出席人数把握のため事前登録制を採用してお
ります。
ご出席を希望される株主様は、下記の受付専用フォームにて事前登録をお願いいたします。な
お、抽選は実施いたしません。
また、議決権行使につきましては、本招集ご通知５頁にてご案内の方法により、書面（郵送）又
はインターネットによる事前の議決権行使をご検討くださいますようお願い申しあげます。

来場事前登録期限 2026年６月19日（金曜日）午後６時
事前登録方法 受付専用フォームでのお申込み
https://forms.gle/jAA8dN4VMGha3fEYA
※スマートフォン・携帯電話からは右記のＱＲコードを読み取る
ことでもアクセス可能です。

パソコン・スマートフォン・携帯電話から来場受付専用フォームへアクセス後、画面に従い、下
記の事項をご記載のうえ、ご送信ください。
・メールアドレス
・株主番号 議決権行使書用紙右下に記載されている８桁の数字
・氏名／ふりがな 法人の場合は、法人名と、部署名・役職もあわせてご記入ください。

株主総会当日について
事前登録は株主様お一人一回限り有効です。複数回登録されました場合、最後に登録されたもの
を有効な登録とさせていただきます。
事前登録を行った株主様は、「議決権行使書用紙」をご持参のうえ、本株主総会当日に受付まで
お越しください。

ご留意事項
ご登録により当社が取得する情報は、個人情報を含め、株主総会の運営上、必要な限りにおいて
使用いたします。

2026年05月25日 13時31分 $FOLDER; 2ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

― 2 ―

証券コード 7089
2026年６月９日

（電子提供措置の開始日）2026年６月４日
株 主 各 位

東京都港区麻布台一丁目３番１号
フォースタートアップス株式会社
代表取締役CEO 志 水 雄 一 郎

第10回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第10回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につ

いて電子提供措置をとっており、インターネット上の下記のウェブサイトに電子提供措置事項を
掲載しております。

当社ウェブサイト https://www.forstartups.com/ir/event/meeting

また、上記のほか、インターネット上の下記のウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記のウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「フォースタートアップス」
又は「コード」に当社証券コード「7089」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」
を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認くださ
い。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面（郵送）又はインターネットによって議決権を行使す
ることができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、５頁の「議決権行使に
ついてのご案内」に従いまして、議決権を行使いただきますようお願い申しあげます。

敬 具
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記
１．日 時 2026年６月26日（金曜日）午前10時
２．場 所 東京都港区麻布台一丁目３番１号

麻布台ヒルズ森JPタワー31階
フォースタートアップス株式会社 当社会議室
（昨年と会場が異なりますので、ご来場の際は、末尾の会場ご案内図を
ご参照のうえ、お間違えのないようにご注意ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 1.第10期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告、連結計算

書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2.第10期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使のご案内）
（１）書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する

賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただき
ます。

（２）インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行
使を有効なものとして取り扱わせていただきます。

（３）書面（郵送）とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、到着日時
を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとして取り扱わせていただ
きます。

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願
い申しあげます。また、紙資源節約のため、本招集ご通知をお持ちくださいますようお願い申
しあげます。なお、ご来場に際しては、本招集ご通知１頁に従い、来場事前登録にご協力くだ
さいますようお願い申しあげます。
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◎書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りい
たしますが、当該書面は、法令及び定款第15条の規定に基づき、次に掲げる事項を除いてお
ります。
① 事業報告の「新株予約権等の状況」、「会計監査人の状況」及び「業務の適正を確保する

ための体制及び当該体制の運用状況」
② 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」
③ 計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」

したがって、当該書面は、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算
書類及び計算書類の一部であり、また、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をし
た事業報告並びに連結計算書類及び計算書類の一部であります。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、修正した旨、修正前の事項及び修正後の事項を上記
の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトに掲載させていただきます。また、本株主総会の決
議内容（定時株主総会決議ご通知）のご案内につきましても、インターネット上の当社ウェブ
サイト（https://forstartups.com/）に掲載させていただきますので、あらかじめご了承くだ
さいますようお願い申しあげます。

株主様向け事業説明会
開催のご案内

定時株主総会終了後、引き続き株主総会会場におきまして、株主様向
け事業説明会を開催いたします。お時間の許す株主様には定時株主総
会とあわせてご参加賜りますようご案内申しあげます。株主様向け事
業説明会は、質疑応答を含め約40分を予定しております。

2026年05月25日 13時31分 $FOLDER; 5ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



こちらに議案の賛否をご記入ください。
議 案

全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
全員反対する場合 「否」の欄に〇印
一部の候補者に
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.

2.

○○○○○○○

議 決 権 の 数
議 決 権 の 数

基準日現在のご所有株式数

株 主 総 会 日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

※議決権行使書用紙はイメージです。
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使いただきますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権
を行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示のうえ、切手を貼らずに
ご投函ください。

次頁の案内に従って、議案の賛否を
ご入力ください。

日 時

2026年６月26日（金曜日）
午前10時（受付開始:午前9時半）

行使期限

2026年６月25日（木曜日）
午後６時到着分まで

行使期限

2026年６月25日（木曜日）
午後６時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使として取
り扱わせていただきます。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使
として取り扱わせていただきます。
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QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力する
ことなく、議決権行使ウェブサイトにログインすることができま
す。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.

2.

○○○○○○○

議 決 権 の 数
議 決 権 の 数

基準日現在のご所有株式数

株 主 総 会 日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本

見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。3

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 ９:00～21:00）
機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。
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インターネットによる議決権行使のご案内
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株主の皆さまへ

平素より格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
第10回定時株主総会の招集ご通知に際し、謹んでご挨拶申し上げます。

第10期は過去最高の業績を達成することができました。これまで、度重なるコーポレートア
クションの実行や成長の停滞により、株主の皆様にはご心配をおかけいたしましたが、経営課題
を着実に解決した結果、創業10年の目標値であった売上高50億円・営業利益10億円をいずれも
上回り、再び力強い成長を取り戻すことができました。なかでも、中核であるヒューマンキャピ
タル事業における営業戦略の転換が功を奏し、グループ全体の収益性向上に大きく寄与いたしま
した。加えて、スタートアップM&A仲介事業の立ち上げや、スパークス・グループ株式会社と
の資本業務提携など、中長期的な成長に向けた種まきも実行した1年となりました。

こうした流れを加速させるべく、2026年1月より恒田有希子を代表取締役 COOに指名し、
共同代表制へと移行いたしました。恒田が既存事業のさらなる成長を牽引し、私は新規事業であ
るスタートアップM&A仲介事業の基盤確立に注力することで、経営体制の最適化を図ってまい
ります。
スタートアップM&A仲介事業の確立は、私たちが掲げる「成長産業支援プラットフォーム」

構想の要になると考えています。これが実現すれば、起業家やスタートアップに対し、創業から
出口戦略・イグジットまでを包括的に支える「資本インフラ」としての地位を確立し、次世代の
日本を代表する企業の創出を加速させることができます。日本を代表する新たな企業・産業が生
まれることで経済が活性化し、私たちの子供や孫の世代が希望を持てる社会が実現できると信じ
て、全力で取り組んでまいる所存です。
次なる目標として、高い利益率を維持しながら早期に売上高100億円を突破し、2031年3月

期までにプライム市場への区分変更基準を満たす水準まで、グループ一丸となって事業を成長さ
せてまいります。

株主の皆さまにおかれましては、今後も一層のご支援を賜りますようお願い申しあげます。

フォースタートアップス株式会社
代表取締役 CEO
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株主総会参考書類

議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（６名）は、本

株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役６名の選任をお願いする
ものであります。
当社では、取締役の指名及び報酬に関する取締役機能の客観性・透明性をより一層向上させる

ことを目的に、過半数が独立社外取締役で構成される任意の指名・報酬委員会を設置しておりま
す。取締役候補者の選定に当たりましては、同委員会における審議・答申を経て決定しておりま
す。
なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であ

ると判断しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

ふ り が な

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

１

再 任
志 水 雄 一 郎
し みず ゆう いち ろう

（1972年６月27日）

1996年４月 株式会社インテリジェンス（現 パーソルキ
ャリア株式会社）入社

2012年10月 株式会社セントメディア（現 株式会社ウィ
ルオブ・ワーク）入社

2013年４月 同社 ネットジンザイバンク事業部長
2016年９月 株式会社ネットジンザイバンク（現 当社）

代表取締役社長
2024年12月 一般社団法人 新経済連盟 幹事（現任）
2025年９月 GOジョブ株式会社 代表取締役会長（現任）
2026年１月 当社 代表取締役 CEO（現任）

634,600株

取締役候補者の選任理由
当社創業後、代表取締役としてグループの経営に従事し事業成長を牽引し、2024年4月以降は新規
事業開発を担っています。当社の掲げるミッション・ビジョンの体現者かつ日本のスタートアッ
プ・エコシステムにおける重要な存在であり、今後も高い成長を実現するための推進力を発揮する
ことが期待できるほか、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うにふさわしいと判断し
て、引き続き取締役候補者としています。
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候補者
番 号

ふ り が な

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

２

再 任 恒 田 有 希 子
つね だ ゆ き こ

（1984年11月２日）

2007年４月 株式会社サミーネットワークス入社
2013年８月 株式会社メタップス（現 株式会社メタップ

スホールディングス）入社
2016年10月 株式会社ネットジンザイバンク（現 当社）

入社
2018年４月 当社執行役員
2019年１月 当社執行役員兼タレントエージェンシー（現

ヒューマンキャピタル）本部長
2019年６月 当社取締役兼タレントエージェンシー（現

ヒューマンキャピタル）本部長
2021年６月 当社常務取締役兼タレントエージェンシー

（現 ヒューマンキャピタル）本部長
2023年７月 シングレス株式会社 取締役（現任）
2024年４月 当社取締役副社長 兼

タレントエージェンシー（現 ヒューマンキ
ャピタル）本部長 兼
オープンイノベーション本部長

2025年４月 公益社団法人経済同友会 幹事（現任）
2025年７月 アリカタ株式会社 取締役（現任）
2026年１月 当社代表取締役 COO（現任）

108,000株

取締役候補者の選任理由
当社入社以降、中核であるヒューマンキャピタル事業の成長を牽引し、2024年4月より取締役副社
長としてオープンイノベーション事業も管掌、2026年1月より代表取締役COOに就任しています。
今後も高い成長を実現するための推進力を発揮することが期待できるほか、経営の重要事項の決定
及び業務執行の監督を行うにふさわしいと判断して、引き続き取締役候補者としています。
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候補者
番 号

ふ り が な

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

３

再 任 清 水 和 彦
し みず かず ひこ

（1982年６月16日）

2005年４月 株式会社グローリアス入社
2008年12月 株式会社RSS広告社（現 Unipos株式会社）

入社
2012年３月 株式会社ウィルグループ入社
2016年９月 株式会社ネットジンザイバンク（現 当社）

入社
2018年４月 当社執行役員
2019年１月 当社執行役員兼人事本部長
2019年６月 当社取締役兼人事本部長
2019年７月 当社取締役兼アクセラレーション本部長
2021年５月 フォースタートアップスキャピタル合同会社

職務執行者（現任）
2025年６月 シングレス株式会社 取締役（現任）
2025年７月 アリカタ株式会社 取締役（現任）
2026年１月 当社取締役 コーポレート管掌（現任）

75,600株

取締役候補者の選任理由
当社入社以降、人材採用や組織開発など人事部門を管掌し、現在はコーポレート全体を管掌してい
ます。今後も高い成長を実現するための推進力を発揮することが期待できるほか、経営の重要事項
の決定及び業務執行の監督を行うにふさわしいと判断して、引き続き取締役候補者としています。

４

再 任

社外取締役

独立役員

齋 藤 太 郎
さい とう た ろう

（1972年11月24日）

1995年４月 株式会社電通（現 株式会社電通グループ）
入社

2005年５月 株式会社dof設立 取締役
2009年６月 同社代表取締役社長（現任）
2014年12月 株式会社VOYAGE GROUP（現 株式会社

CARTA HOLDINGS）社外取締役
2017年１月 株式会社CC設立 取締役（現任）
2019年６月 当社社外取締役（現任）
2020年６月 株式会社ZOZO 社外取締役（現任）
2022年８月 Sansan株式会社 社外取締役

10,000株

社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割
企業経営者としての豊富な経験及び上場会社での社外取締役としての経験を有していることに加
え、特にブランディング及びコミュニケーションデザイン領域において多分な知見を有していま
す。これらを活かし、当社の経営に対し、適切かつ有益な提言や助言を行っていることから、当社
取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されるため、引き続き社外取締役候補者として
います。
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候補者
番 号

ふ り が な

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

５

再 任

社外取締役

独立役員

梅 澤 高 明
うめ ざわ たか あき

（1962年６月26日）

1986年４月 日産自動車株式会社入社
1995年９月 A.T.カーニー（米国）入社
2004年１月 同社 パートナー昇格
2007年４月 同社 日本代表
2012年１月 同社 グローバル取締役
2014年１月 同社 日本法人会長
2017年６月 クールジャパン機構社外取締役
2017年６月 株式会社グロービス 社外取締役、グロービ

ス経営大学院理事
2019年４月 CIC Japan合同会社 会長（現任）
2019年４月 一般社団法人ナイトタイムエコノミー推進協

議会理事（現任）
2019年６月 内閣府「知的財産戦略本部」本部員（現任）
2021年10月 当社顧問
2021年11月 観光庁「地方における高付加価値なインバウ

ンド観光地づくり検討委員会」座長
2022年６月 当社社外取締役（現任）
2024年９月 内閣府「ムーンショット型研究開発制度に係

る戦略推進会議」構成員（現任）
2026年１月 A.T.カーニー シニアアドバイザー（現任）

40,000株

社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割
A.T.カーニー、CIC Japan合同会社、クールジャパン機構などにおいてトップマネジメントあるい
は社外取締役としての経験を有していることに加え、官公庁の委員を務めるなど、産業全般に関す
る知見と指導経験を有しています。これらを活かし、当社の経営に対し、適切かつ有益な提言や助
言を行っていることから、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されるため、引
き続き社外取締役候補者としています。
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候補者
番 号

ふ り が な

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

６

再 任

社外取締役

独立役員

田 久 保 善 彦
た く ぼ よし ひこ

（1970年４月24日）

1995年４月 株式会社三菱総合研究所入社
2003年５月 株式会社グロービス入社
2006年４月 グロービス経営大学院大学 経営研究科 助

教授
2006年７月 株式会社グロービス マネジング・ディレク

ター
2008年４月 グロービス経営大学院大学 経営研究科 副

研究科長 教授
2009年12月 学校法人グロービス経営大学院 常務理事
2012年４月 グロービス経営大学院大学 経営研究科 研

究科長 教授
2023年７月 グロービス経営大学院大学 副学長 教授
2023年７月 当社顧問
2024年６月 当社社外取締役（現任）
2024年 9 月 オルバヘルスケアホールディングス株式会社

社外取締役（現任）
2025年７月 グロービス経営大学院大学 特任副学長

教授（現任）

5,000株

社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割
過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、グロービス
経営大学院大学特任副学長として、人材育成や組織開発に関する豊富な知見と指導経験を有してい
ます。これらを活かし、当社の経営に対し、適切かつ有益な提言や助言を行っていることから、当
社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されるため、引き続き社外取締役候補者とし
ています。
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（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．齋藤太郎氏、梅澤高明氏及び田久保善彦氏は、社外取締役候補者であります。
３．齋藤太郎氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本株主総会

終結の時をもって７年となります。梅澤高明氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締
役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって４年となります。田久保善彦氏は、現在、当社
の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって２年とな
ります。

４．当社は、齋藤太郎氏、梅澤高明氏及び田久保善彦氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、
同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償
責任の限度額は、200万円以上であらかじめ定めた額又は会社法第425条第１項に定める最低責任限
度額のいずれか高い額としており、齋藤太郎氏、梅澤高明氏及び田久保善彦氏の再任が承認された場
合は、３名との当該契約を継続する予定であります。

５．当社は、齋藤太郎氏、梅澤高明氏及び田久保善彦氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として
届け出ております。３名が再任された場合は、当社は引き続き３名を独立役員とする予定でありま
す。

６．役員等賠償責任保険契約について
当社は、役員が職務の執行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有用
な人材を迎えることができるよう、取締役全員を被保険者として役員等賠償責任保険契約を締結して
おります。本議案が原案どおり承認され、各候補者が取締役に就任した場合には、当該保険契約の被
保険者となります。
当該保険契約では被保険者である役員等がその職務の遂行に関して責任を負うこと、又は当該責任の
追及に係る請求を受けることによって生ずる損害について填補することとされています。ただし、法
令違反のあることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由
があります。なお、当該保険契約は2027年３月１日に更新する予定であります。

以 上
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【議案に係るご参考事項】

本株主総会において、議案が原案どおり承認された場合の取締役会の構成、並びに各取締役が備
える専門性・経験は以下のとおりです。

氏 名 企業経営・
経営戦略

アントレプレ
ナーシップ

人材業界/
スタートアップ
エコシステム

セールス・マー
ケティング・
ブランディング

ファイナンス・
会計

法務・コンプラ
イアンス・リス
クマネジメント

人事・
人材開発

取締役
志水 雄一郎 〇 〇 〇 〇

取締役
恒田 有希子 〇 〇 〇 〇

取締役
清水 和彦 〇 〇 〇 〇

社外取締役
齋藤 太郎 〇 〇 〇 〇

社外取締役
梅澤 高明 〇 〇 〇 〇

社外取締役
田久保 善彦 〇 〇 〇 〇
社外取締役
（監査等委員）
小久保 愛子

〇 〇
社外取締役
（監査等委員）
堀内 雅生

〇 〇 〇 〇
社外取締役
（監査等委員）
秋元 芳央

〇

※上記マトリックスは、各役員が有する全ての専門性や経験を表すものではありません。
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事 業 報 告

（2025
2026

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

１．当社グループの現況
（1）当連結会計年度の事業の状況
① 事業の経過及び成果

当社グループは、2026年３月期から2028年３月期までを対象とした中期経営方針に
基づき、「①質・量ともにNo.1のスタートアップHRの実現」「②スタートアップ支援メニ
ューの拡充」「③M&Aなどによる事業規模の拡大」の３本柱を掲げ、起業家や挑戦者を包
括的に支援する「成長産業支援プラットフォーム」の構築を推進しております。
本方針に基づき、ヒューマンキャピタル事業における営業戦略の転換をはじめとする各

事業の生産性改善を進めた結果、当連結会計年度における売上高は5,268,605千円（前期
比42.6％増）、営業利益は1,120,349千円（前期比147.3％増）、経常利益は1,053,963
千円（前期比134.6％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は817,118千円（前期比
131.0％増）と大幅増収増益となりました。

各セグメント及びサービス別の経営環境及び経営成績は次のとおりであります。なお、
当連結会計年度より報告セグメントを見直し、従来の「タレントエージェンシー＆オープ
ンイノベーション事業」を「ヒューマンキャピタル事業」と「オープンイノベーション事
業」に区分しております。

（ヒューマンキャピタル事業）
人材紹介サービスにおいては、社員一人あたり決定件数（生産性）にフォーカスし、求

職者との接点拡大を重視した営業戦略の最適化を進めました。その結果、前期比で社員一
人あたり決定件数の改善が進み、成約件数が増加しました。さらに、決定年収の上昇に加
え、求人企業の採用競争力強化を目的とした高手数料率案件への決定数も増加したことで
成約単価が上昇し、人材紹介サービス売上高は前期比で大きく増加いたしました。
コンサルティングサービスは、社内体制の見直しによる提案力の向上及び営業効率の改

善が進んだことに加え、求人企業の採用競争力強化ニーズを捉え契約社数を獲得できたこ
とで堅調に推移いたしました。
これらの結果、ヒューマンキャピタル事業の売上高は4,476,024千円(前期比43.3％

増)、セグメント利益は2,013,891千円(前期比53.9％増)となりました。
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（オープンイノベーション事業）
オープンイノベーション事業は、当社グループが運営するデータベース「STARTUP

DB」の大手企業向け有料会員サービス、官公庁・自治体におけるスタートアップ関連事
業を受託して産学官の連携を支援するアクセラレーション（旧名称 Public Affairs）、日
本のスタートアップとグローバルの接点を模索するイベントを開催する「カンファレン
ス」など、スタートアップ・エコシステムの構築を推進する各種サービスを提供しており
ます。
当連結会計年度においては、「STARTUP DB」の契約数増加や料金改定、カンファレン

ス「GRIC2025」のスポンサー収入、アクセラレーションが地方自治体からのスタートア
ップ関連事業を受託することで順調に規模が拡大した結果、オープンイノベーション事業
の売上高は792,580千円(前期比38.9％増)、セグメント利益は237,696千円(前期比
152.3％増)となりました。

（ベンチャーキャピタル事業）
当セグメントには、子会社であるフォースタートアップスキャピタル合同会社、及び同

社を通じて組成したフォースタートアップス１号投資事業有限責任組合が含まれておりま
す。本事業では、ヒューマンキャピタル事業の人材支援先に対して投資を実行することに
より、投資先の支援強化及び非連続収益を獲得することを目的とするファンドを運営して
おります。当連結会計年度においては、定常的に発生する管理費用のほか営業投資有価証
券評価損の影響等により、セグメント損失は101,340千円(前期は8,001千円の損失)とな
りました。なお、ファンド組成時に設定した投資枠に対する組入を完了いたしました。
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② 設備投資の状況
当連結会計年度において実施いたしました設備投資の総額は2,052千円であります。そ

の主なものは、建物附属設備及び什器備品であります。

③ 資金調達の状況
特記すべき事項はありません。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
特記すべき事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
特記すべき事項はありません。

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
特記すべき事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
当社は、2025年９月９日付でGOジョブ株式会社の株式の34.5%を取得し、同社を持

分法適用関連会社としております。
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（2）財産及び損益の状況
① 企業グループの財産及び損益の状況

区 分 第 ７ 期
（2023年３月期）

第 ８ 期
（2024年３月期）

第 ９ 期
（2025年３月期）

第 10 期
（当連結会計年度）
（2026年３月期）

売 上 高（千円） 2,998,644 3,416,101 3,693,767 5,268,605

経 常 利 益（千円） 586,919 428,398 449,248 1,053,963
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益（千円） 442,398 385,999 353,748 817,118

１株当たり当期純利益 （円） 124.76 107.92 49.80 124.03

総 資 産（千円） 2,969,798 3,241,463 3,666,392 4,961,355

純 資 産（千円） 2,190,470 2,545,264 2,479,118 3,151,717

１ 株 当 た り 純 資 産 （円） 498.40 596.43 325.91 426.47

（注）当社は、2026年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。第９期の期
首に当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり当期純利益」及び「１株当たり純資産」を算定し
ております。

② 当社の財産及び損益の状況

区 分 第 ７ 期
（2023年３月期）

第 ８ 期
（2024年３月期）

第 ９ 期
（2025年３月期）

第 10 期
（当事業年度）
（2026年３月期）

売 上 高（千円） 2,998,644 3,393,459 3,571,897 5,057,518

経 常 利 益（千円） 594,431 577,322 440,216 1,225,373

当 期 純 利 益（千円） 428,835 404,985 328,052 895,998

１株当たり当期純利益 （円） 120.94 113.23 46.18 136.01

総 資 産（千円） 2,542,139 2,891,971 3,306,556 4,590,131

純 資 産（千円） 1,767,691 2,208,731 2,141,730 2,806,693

１ 株 当 た り 純 資 産 （円） 493.50 596.88 322.28 434.96

（注）当社は、2026年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。第９期の期
首に当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり当期純利益」及び「１株当たり純資産」を算定し
ております。
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（3）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社及び関連会社の状況

会 社 名 資 本 金 当 社 の
議 決 権 比 率 主 要 な 事 業 内 容

（子会社）
フ ォ ー ス タ ー ト ア ッ プ ス
キ ャ ピ タ ル 合 同 会 社 100千円 100.0％ スタートアップ企業等への投資

シ ン グ レ ス 株 式 会 社 15,000千円 100.0％ スタートアップ企業等へのエグゼクテ
ィブ領域特化型人材紹介サービス

ア リ カ タ 株 式 会 社 15,000千円 100.0％ 成長産業におけるAI領域に注力したヘ
ッドハンティング型人材支援サービス

（関連会社）

GO ジ ョ ブ 株 式 会 社 532,500千円 34.5％ ドライバー特化型の人材支援サービス

（注）１．アリカタ株式会社は2025年７月17日に設立しております。
２．GOジョブ株式会社は2025年９月９日付で持分法適用関連会社としております。
３．当社の議決権比率は、小数点以下第２位を四捨五入して算出しております。

（4）対処すべき課題
当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題は以下のとおりであります。

① 中核事業の拡大と収益基盤の拡充
当社グループは、人材支援を起点とした「成長産業支援プラットフォーム」の構築を推

進しており、中核事業であるヒューマンキャピタル事業の競争力を一層強化するととも
に、新規事業として立ち上げたスタートアップM&A仲介事業を収益の柱と位置づけ、事
業成長に注力してまいります。また、当社が保有するスタートアップ関連のデータや、ス
タートアップ・エコシステムのネットワークを基盤とした支援メニューの拡大を図ってま
いります。
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② 優秀人材の確保及び人材育成強化による生産性の向上
当社グループでは、今後の事業領域の拡大と各事業の成長を見据え、優秀な人材の確保

が重要な課題と認識しています。そのため、引き続き新卒・中途問わず積極的な採用活動
を行うとともに、人材育成体制の強化、生産性及び組織力の向上に注力しております。
特に、柔軟なキャリア開発や部門間での知見共有・ノウハウ活用といったクロスセルの

促進、組織力向上を目的として、人事異動の活発化を進めております。あわせて、社内業
務においては生成AI等の最新テクノロジーを積極的に活用し、業務効率の向上やナレッジ
の共有・育成支援を図ることで、グループ全体での生産性の向上を推進してまいります。

③ ブランド力・認知度の向上
当社グループは、スタートアップ業界において、成長企業向け人材支援の実績により一

定の認知を得ているものと認識しております。一方で、社会全体における知名度は限定的
であり、さらなる認知度向上が課題と考えております。
今後は、「成長産業支援プラットフォーム」としての当社の複合的な提供価値をより多

くのステークホルダーに届けるため、各種メディア・SNS等での情報発信等、ブランディ
ング及びマーケティング活動の強化に取り組んでまいります。

④ 内部管理体制の強化
当社グループは、ビジネスの特性上、個人情報や企業情報を含め、機密性の高い情報を

有しております。定期的な社内教育の実施や管理体制の強化に取り組んでおりますが、内
部統制の整備と実効性ある運用を通じて、組織の健全なる発展に努めてまいります。

（5）主要な事業内容（2026年３月31日現在）
区 分 内 容

ヒューマンキャピタル事業 スタートアップ企業に対する人材紹介サービスの提供

オープンイノベーション事業 大手企業や官公庁・自治体とスタートアップ企業との連携を支援する
サービスの提供

ベンチャーキャピタル事業 スタートアップ企業等への投資

（6）主要な営業所及び工場（2026年３月31日現在）
本 社 東京都港区
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（7）使用人の状況（2026年３月31日現在）
① 当社グループの使用人の状況

セ グ メ ン ト 使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度
末 比 増 減

ヒューマンキャピタル事業 176（１）名 ー

オープンイノベーション事業 37（１）名 ー

ベンチャーキャピタル事業 0（０）名 ー

全 社 （共 通） 39（４）名 ー

計 252（６）名 22（０）名増

（注）１．使用人数は就業人員であり、臨時雇用者数（契約社員、パートタイマーを含む。）は（ ）内に年間
の平均人員を外数で記載しております。

２．当連結会計年度より、新しいセグメントに変更したため、セグメント別の前連結会計年度末比増減は
記載しておりません。

３．全社（共通）は、人事、総務等の管理部門の使用人を記載しております。

② 当社の使用人の状況

使 用 人 数 前 事 業 年 度
末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続

年 数

238（６）名 15名増（０名） 30.6 歳 2.58 年

（注）１．使用人数は就業人員であり、臨時雇用者数（契約社員、パートタイマーを含む。）は（ ）内に年間
の平均人員を外数で記載しております。

２．使用人数には、当社から子会社への出向者14名は含んでおりません。

（8）主要な借入先の状況（2026年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額 （千 円）

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 399,000

（9）その他企業グループの現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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２．株式の状況（2026年３月31日現在）

（1）発行可能株式総数 22,000,000株
（注）当社は、2026年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより発

行可能株式総数は11,000,000株増加しております。

（2）発行済株式の総数 6,613,200株
（自己株式 160,482株を含む）

（注）発行済株式の総数は、以下の事由により増減しております。
①新株予約権の行使により3,000株増加（株式分割前）
②自己株式消却により350,000株減少（株式分割前）
③2026年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施したことにより、3,300,600株増加
④新株予約権の行使により12,000株増加（株式分割後）

（3）株主数 1,322名

（4）大株主（上位10名）
株 主 名 持 株 数 持株比率

志水雄一郎 634,600株 9.83％

日本交通株式会社 500,000株 7.74％

ベル投資事業有限責任組合１ 351,900株 5.45％

吉川徹 326,200株 5.05％

スパークス・グループ株式会社 198,000株 3.06％

上田八木短資株式会社 158,500株 2.45％

福岡地所株式会社 149,800株 2.32％

エムスリー株式会社 146,000株 2.26％

株式会社ＳＢＩ証券 142,214株 2.20％

松井証券株式会社 132,400株 2.05％
（注）１．第6順位の当社所有の自己株式160,482株は、上記から除いております。

２．持株比率は自己株式（160,482株）を控除して計算しております。
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（5）その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。
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３．会社役員の状況
（1）取締役の状況（2026年３月31日現在）
会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 志 水 雄 一 郎
CEO
一般社団法人新経済連盟 幹事
GOジョブ株式会社 代表取締役会長

代 表 取 締 役 恒 田 有 希 子
COO
シングレス株式会社 取締役
アリカタ株式会社 取締役
公益社団法人経済同友会 幹事

取 締 役 清 水 和 彦
コーポレート管掌
フォースタートアップスキャピタル合同会社職務執行者
シングレス株式会社 取締役
アリカタ株式会社 取締役

取 締 役 齋 藤 太 郎
株式会社dof代表取締役社長
株式会社CC取締役
株式会社ZOZO社外取締役

取 締 役 梅 澤 高 明

A.T.カーニー シニアアドバイザー
CIC Japan合同会社 会長
内閣府「知的財産戦略本部」本部員
一般社団法人ナイトタイムエコノミー推進協議会理事
内閣府「ムーンショット型研究開発制度に係る戦略推
進会議」構成員

取 締 役 田 久 保 善 彦
グロービス経営大学院大学 特任副学長 教授
オルバヘルスケアホールディングス株式会社 社外取
締役

取 締 役
（監査等委員・常勤） 小 久 保 愛 子 シングレス株式会社 監査役

アリカタ株式会社 監査役

取 締 役
（監 査 等 委 員） 堀 内 雅 生

株式会社U-NEXT HOLDINGS常勤監査役
株式会社ランディックス社外監査役
日本大学芸術学部非常勤講師

取 締 役
（監 査 等 委 員） 秋 元 芳 央

英和法律事務所パートナー
株式会社ギフティ社外監査役
株式会社ミラティブ社外監査役
メディフォン株式会社社外監査役
フェラガモ・ジャパン株式会社社外監査役
Epigenetic AI株式会社 倫理審査委員会委員長
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（注）１．2025年12月15日付の取締役会決議により、2026年１月１日付で志水雄一郎氏は代表取締役CEOに
役職を変更し、また、恒田有希子氏は新たに代表取締役に選定され、代表取締役COOに就任いたし
ました。

２．取締役齋藤太郎氏、梅澤高明氏、田久保善彦氏、取締役（監査等委員）小久保愛子氏、堀内雅生氏、
秋元芳央氏は、社外取締役であります。

３．取締役（監査等委員）小久保愛子氏及び堀内雅生氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程
度の知見を有しております。
取締役（監査等委員）小久保愛子氏は、公認会計士の資格を有しております。
取締役（監査等委員）堀内雅生氏は、税理士の資格を有しております。

４．取締役（監査等委員）秋元芳央氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務及び法律に関する相当程
度の知見を有しております。

５．当社は、取締役齋藤太郎氏、梅澤高明氏、田久保善彦氏並びに取締役（監査等委員）小久保愛子氏、
堀内雅生氏、秋元芳央氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出
ております。

６．当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化し、日常的な情報収集及び重要な社内会議への出席によ
る情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能にするために、小久保愛子氏を
常勤の監査等委員として選定しております。

（2）責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損

害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、200万円以上であらかじめ定めた額又は会社

法第425条第１項に定める額のいずれか高い額としております。

（3）取締役の報酬等
① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決
定方針を定め、2024年６月21日開催の取締役会において決議しております。また、取締
役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬について、報酬等の内容の決定方法及び決
定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うもの
であると判断しております。
また、当社は報酬決定手続の公正性・透明性・客観性を担保するため、2026年2月19

日開催の取締役会により任意の指名・報酬委員会の設置を決議しております。これによ
り、第11期以降の取締役（監査等委員である取締役を除く）の役員報酬の内容決定につ
いては、同委員会による審議・答申を踏まえた上で、取締役会の決議により決定する手続
きへと移行します。
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a．基本方針
各取締役の報酬額は、固定報酬及び非金銭報酬等により構成されており、株主総会にお
いて決議された報酬総額の限度内で、取締役会の決議により一任された代表取締役
CEOが、あらかじめ内規で定めた役職別のガイドラインをベースに、各取締役の職責
や職務執行の状況、及び会社の業績や経済状況等を考慮し、決定しております。なお、
第11期以降における報酬等の構成・設計については、新たに設置した任意の指名・報
酬委員会における審議・答申を踏まえ、取締役会の決議により決定する方針へと変更し
ます。

b．固定報酬の個人別の報酬等の決定に関する方針
取締役の個人別の固定報酬の金額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内
で、取締役会の決議により一任された代表取締役CEOが、あらかじめ内規で定めた役
職別のガイドラインをベースに、各取締役の職責や職務執行の状況、及び会社の業績や
経済状況等を考慮し、決定しております。なお、第11期以降においては、決定手続の
客観性を担保するため、任意の指名・報酬委員会の審議・答申を経た上で決定すること
としております。

c．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の固定報酬の金額は、取締役会の決議による委任に基づいて、代表取締
役CEOが決定しております。なお、第11期以降においては、任意の指名・報酬委員会
の審議・答申を踏まえた上で決定する手続きに変更します。
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② 当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（名）基本報酬 業績連動

報酬等
非金銭
報酬等

取 締 役（監査等委員を除く）
（うち社外取締役）

94,740
（15,300）

94,740
（15,300）

ー
（ー）

ー
（ー）

6
（3）

取 締 役（監査等委員）
（うち社外取締役）

15,870
（15,870）

15,870
（15,870 ）

ー
（ー）

ー
（ー）

4
（4）

合 計
（うち社外役員）

110,610
（31,170）

110,610
（31,170）

ー
（ー）

ー
（ー）

10
（7）

（注）１．上記の取締役の支給人員には、2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時をもって退任した取
締役１名を含んでおります。

２．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
３．取締役（監査等委員を除く。）の報酬限度額は2023年６月16日の定時株主総会にて年額200百万円

以内（うち、社外取締役分30百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。）と決議しております。
当該定時株主総会終結時点の対象となる取締役の員数は６名（うち、社外取締役は２名）です。監査
等委員の報酬限度額は2023年６月16日の定時株主総会にて年額40百万円以内と決議しております。
当該定時株主総会終結時点の対象となる監査等委員の員数は３名です。

４．各取締役の報酬額は、固定報酬及び非金銭報酬等により構成されており、株主総会において決議され
た報酬総額の限度内で、取締役会の決議により一任された代表取締役CEO志水雄一郎が、あらかじめ
内規で定めた役職別のガイドラインをベースに、各取締役の職責や職務執行の状況、及び会社の業績
や経済状況等を考慮し、決定しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締
役の担当部門について評価を行うには代表取締役CEOが適していると判断したためであります。

③ 当事業年度に支払った役員退職慰労金
該当事項はありません。
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（4）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で当社の取締役（監査等委員である取締役を含む）及び当社子会

社の取締役を被保険者として役員等賠償責任保険契約を締結しております。保険料は特約部
分も含め会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
当該保険契約は、被保険者である役員等がその職務の執行に関して責任を負うこと、又は

該当責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害について、填補す
ることとされております。ただし法令違反の行為のあることを認識して行った行為に起因し
て生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。

（5）社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・取締役齋藤太郎氏は、株式会社dof 代表取締役社長、株式会社CC 取締役、株式会社
ZOZO 社外取締役であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。

・取締役梅澤高明氏は、A.T.カーニー シニアアドバイザー、CIC Japan合同会社 会長、
内閣府「知的財産戦略本部」 本部員、一般社団法人ナイトタイムエコノミー推進協議
会 理事、内閣府「ムーンショット型研究開発制度に係る戦略推進会議」 構成員であり
ます。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。

・取締役田久保善彦氏は、グロービス経営大学院大学 特任副学長 教授、オルバヘルスケ
アホールディングス株式会社 社外取締役であります。当社と各兼職先との間には特別
の関係はありません。

・取締役（監査等委員）堀内雅生氏は、株式会社U‐NEXT HOLDINGS 常勤監査役、株
式会社ランディックス 社外監査役、日本大学芸術学部 非常勤講師であります。当社と
各兼職先との間には特別の関係はありません。

・取締役（監査等委員）秋元芳央氏は、英和法律事務所 パートナー、並びに株式会社ギ
フティ、株式会社ミラティブ、メディフォン株式会社及びフェラガモ・ジャパン株式会
社 社外監査役、Epigenetic AI株式会社 倫理審査委員会委員長であります。当社と各
兼職先との間には特別の関係はありません。
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② 当事業年度における主な活動状況
出 席 状 況、 発 言 状 況 及 び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取締役 齋 藤 太 郎

当事業年度に開催された取締役会15回のうち15回に出席いたしました。
出席した取締役会において、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識
に基づき、経営全般の観点から適宜発言を行っております。特に当社の知
名度向上やブランディング戦略に関する有益なアドバイスを通じてコーポ
レート・ガバナンスの強化に、適切な役割を果たしております。

取締役 梅 澤 高 明

当事業年度に開催された取締役会15回のうち14回に出席いたしました。
出席した取締役会において、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識
に基づき、経営全般の観点から適宜発言を行っております。特にガバナン
スと事業推進の両面から当社の経営に適切な助言・監督を行っており、適
切な役割を果たしております。

取締役 田 久 保 善 彦

当事業年度に開催された取締役会15回のうち15回に出席いたしました。
出席した取締役会において、人材育成や組織開発に関する豊富な経験と幅
広い見識と指導経験に基づき、経営全般の観点から適宜発言を行っており
ます。特に当社の人材育成、組織力の向上への適切な助言を通じて、当社
のコーポレート・ガバナンスの強化に、適切な役割を果たしております。

取締役
（監査
等委員）

小 久 保 愛 子

社外取締役就任後に開催された取締役会11回のうち11回、監査等委員会
10回のうち10回に出席いたしました。出席した取締役会及び監査等委員
会において、主に財務・会計等に関し、公認会計士としての観点から、監
査法人での長年の業務経験と財務の見識に基づき、適切な助言・提言等を
適宜行っております。

取締役
（監査
等委員）

堀 内 雅 生

当事業年度に開催された取締役会15回のうち15回、監査等委員会14回の
うち14回に出席いたしました。出席した取締役会及び監査等委員会におい
て、管理部門の責任者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営全
般の観点から適宜発言を行っております。特に取締役の職務執行の監督機
能の強化に対して、適切な役割を果たしております。

取締役
（監査
等委員）

秋 元 芳 央

当事業年度に開催された取締役会15回のうち15回、監査等委員会14回の
うち14回に出席いたしました。出席した取締役会及び監査等委員会におい
て、弁護士としての観点から、適切な助言・提言等を適宜行っておりま
す。
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４．剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の

定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めていま
す。
当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要課題の一つとして位置づけておりますが、財

務体質の強化に加えて、事業拡大、収益力強化のための必要投資に充当し、企業価値を向上さ
せることが当面の課題と考えております。現時点において、配当の実施及びその実施時期等に
ついては未定でありますが、将来的には、経営成績、財政状態及び内部留保とのバランス等を
統合的に勘案しながら配当の実施を目指していく方針であります。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2026年３月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産 3,615,579 流 動 負 債 1,524,637

現 金 及 び 預 金 2,162,898 未 払 金 307,033
売 掛 金 及 び 契 約 資 産 910,205 １年内返済予定の長期借入金 114,000
営 業 投 資 有 価 証 券 488,224 未 払 費 用 198,903
前 払 費 用 50,821 未 払 法 人 税 等 370,141
そ の 他 5,799 未 払 消 費 税 等 183,566
貸 倒 引 当 金 △2,369 賞 与 引 当 金 184,328

固 定 資 産 1,345,775 そ の 他 166,663
有 形 固 定 資 産 306,785 固 定 負 債 285,000
建 物 235,138 長 期 借 入 金 285,000
工 具、 器 具 及 び 備 品 71,647 負 債 合 計 1,809,637

投 資 そ の 他 の 資 産 1,038,990 （純 資 産 の 部）
投 資 有 価 証 券 566,961 株 主 資 本 2,751,614
繰 延 税 金 資 産 174,513 資 本 金 239,490
敷 金 及 び 保 証 金 297,498 資 本 剰 余 金 239,807
破 産 更 生 債 権 等 0 利 益 剰 余 金 2,472,461
そ の 他 17 自 己 株 式 △200,145
貸 倒 引 当 金 △0 その他の包括利益累計額 276

その他有価証券評価差額金 276
新 株 予 約 権 7
非 支 配 株 主 持 分 399,819
純 資 産 合 計 3,151,717

資 産 合 計 4,961,355 負 債 純 資 産 合 計 4,961,355
（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

（2025
2026

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 5,268,605
売 上 原 価 1,066,218
売 上 総 利 益 4,202,386
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,082,036
営 業 利 益 1,120,349
営 業 外 収 益

受 取 利 息 3,611
助 成 金 収 入 4,564
業 務 受 託 料 2,192
雑 収 入 3,530 13,898

営 業 外 費 用
支 払 利 息 6,068
持 分 法 に よ る 投 資 損 失 69,936
投 資 事 業 組 合 運 用 損 2,897
自 己 株 式 取 得 費 用 1,381 80,284

経 常 利 益 1,053,963
特 別 利 益

新 株 予 約 権 戻 入 益 884
そ の 他 2 886

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 207 207

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,054,642
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 401,560
法 人 税 等 調 整 額 △63,551 338,008
当 期 純 利 益 716,633
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 （△） △100,484
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 817,118

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
（2026年３月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産 2,920,101 流 動 負 債 1,498,438

現 金 及 び 預 金

売 掛 金 及 び 契 約 資 産

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工 具、 器 具 及 び 備 品

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

その他の関係会社有価証券

破 産 更 生 債 権 等

繰 延 税 金 資 産

敷 金 及 び 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

1,987,676

864,098

48,242

22,453

△2,369

1,670,030

306,785

235,138

71,647

1,363,244

85,897

611,000

200,100

0

173,673

292,556

17

△0

未 払 金 293,562
1年内返済予定の長期借入金 114,000
未 払 費 用 198,618
未 払 法 人 税 等 365,864
未 払 消 費 税 等 177,583
前 受 金 91,785
預 り 金 43,735
賞 与 引 当 金 184,328
そ の 他 28,959

固 定 負 債 285,000
長 期 借 入 金 285,000

負 債 合 計 1,783,438
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 2,806,410
資 本 金 239,490
資 本 剰 余 金 239,490
資 本 準 備 金 239,490

利 益 剰 余 金 2,527,574
そ の 他 利 益 剰 余 金 2,527,574
繰 越 利 益 剰 余 金 2,527,574

自 己 株 式 △200,145
評 価 ・ 換 算 差 額 等 276
その他有価証券評価差額金 276

新 株 予 約 権 7
純 資 産 合 計 2,806,693

資 産 合 計 4,590,131 負 債 純 資 産 合 計 4,590,131
（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

（2025
2026

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 5,057,518
売 上 原 価 921,544
売 上 総 利 益 4,135,974
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,923,909
営 業 利 益 1,212,065
営 業 外 収 益

受 取 利 息 3,507
助 成 金 収 入 4,564
経 営 管 理 受 託 料 11,077
業 務 受 託 料 2,192
雑 収 入 2,314 23,656

営 業 外 費 用
支 払 利 息 6,068
投 資 事 業 組 合 運 用 損 2,897
自 己 株 式 取 得 費 用 1,381 10,348

経 常 利 益 1,225,373
特 別 利 益

新 株 予 約 権 戻 入 益 884
そ の 他 2 886

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 207 207

税 引 前 当 期 純 利 益 1,226,052
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 393,042
法 人 税 等 調 整 額 △62,988 330,053
当 期 純 利 益 895,998

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本
独立監査人の監査報告書

2026年５月25日
フォースタートアップス株式会社
取締役会 御中

三優監査法人
東京事務所
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 鳥 井 仁
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 井 形 敦 昌

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、フォースタートアップス株式会社の2025年４月

１日から2026年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、フォースタートアップス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間
の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される
規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の
責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
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当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関
する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
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監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書 謄本
独立監査人の監査報告書

2026年５月25日
フォースタートアップス株式会社
取締役会 御中

三優監査法人
東京事務所
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 鳥 井 仁
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 井 形 敦 昌

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、フォースタートアップス株式会社の2025

年４月１日から2026年３月31日までの第10期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査
を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規
定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
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当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書
監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第10期事業年度におけ
る取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報
告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取

締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につ
いて取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要
に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、インターネット等を経由し

た手段も活用しながら、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締
役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を
求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。また、子会
社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要
に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検
証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応
じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを
確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する
品質管理基準」等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めま
した。

2026年05月25日 13時31分 $FOLDER; 42ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

― 42 ―

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並び
に連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結
注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して
いるものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事
実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、
当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行につい
ても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人三優監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人三優監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月25日

フォースタートアップス株式会社 監査等委員会
常勤監査等委員 小 久 保 愛 子 ㊞

監査等委員 堀 内 雅 生 ㊞
監査等委員 秋 元 芳 央 ㊞

（注）監査等委員小久保愛子、堀内雅生、秋元芳央は、会社法第２条第15号及び第331
条第６項に規定する社外取締役であります。

以 上

2026年05月25日 13時31分 $FOLDER; 43ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



飯倉片町

飯倉

4

5

南北線
六本木一丁目駅
南北線
六本木一丁目駅

MORI JP TOWERMORI JP TOWER

西久保
八幡神社
西久保
八幡神社

東京
タワー
東京
タワー

外苑東通り外苑東通り

至 六本木至 六本木

レジデンスAレジデンスA
レジデンスBレジデンスB

桜麻通り桜麻通り

桜
田
通
り

桜
田
通
り

森JPタワーB1F入口森JPタワーB1F入口
アリーナアリーナ

中央広場中央広場

バ
ス
停

虎
ノ
門
五
丁
目

バ
ス
停

虎
ノ
門
五
丁
目

バス停
麻布台ヒルズ
バス停
麻布台ヒルズ

至 首都高速
芝公園出口

至 首都高速
芝公園出口

至 日比谷至 日比谷至 赤坂至 赤坂

ジャヌ
東京
ジャヌ
東京

セントラルウォーク
【アンブレラフリー導線】
セントラルウォーク
【アンブレラフリー導線】

GARDEN PLAZA AGARDEN PLAZA A

日比谷線
神谷町駅
日比谷線
神谷町駅

GARDEN
PLAZA B
GARDEN
PLAZA B

GARDEN
PLAZA C
GARDEN
PLAZA C

麻布台ヒルズ
マーケット
麻布台ヒルズ
マーケット

麻布台ヒルズ
森JPタワー31階

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図
会場：東京都港区麻布台一丁目３番１号

麻布台ヒルズ森JPタワー31階
フォースタートアップス株式会社 当社会議室
昨年と会場が異なりますので、ご来場の際はご注意ください。

電話：03-6893-0650

交通機関 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」（地下通路直結）徒歩約６分
東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」（地下通路直結）徒歩約7分

※麻布台ヒルズ森ＪＰタワー Ｂ１エレベーター【C】から31階までお越しください。
※駐車場・駐輪場はご用意しておりませんので、お車等でのご来場はご遠慮くださいます
ようお願い申しあげます。

※ご出席の際には、お手数ですが同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
※お土産のご用意はございませんので、あらかじめご了承くださいますようお願い申しあ
げます。
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